
令和６年第１２回下松市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時 令和６年１２月１９日（木）午後１時３０分～午後２時１５分 

２ 開催場所 下松市役所 ５階 ５０２会議室 

３ 出席委員等 教育長 玉川  良雄 

 委員 江口 雄二 

 委員 林 哲人 

   委員 笠谷 由美子 

４ 会議に出席した事務局職員 

 教育部長 原田 幸雄 

 教育次長 引頭 康行            

 学校教育課長 藤田 康伸 

 学校給食課長 小林 政幸 

 生涯学習振興課長 戸髙 孝文 

   図書館長          網本 浩明 

     下松中央公民館       桑島 洋明 

５ 会議の書記     教育総務課課長補佐 金子 麻紀 

６ 会議録の署名委員  江口 雄二  笠谷 由美子 

７ 会議の傍聴人 ０人 

８ 会議に付した議題 

（１）議案第１４号 下松市立米川小学校の今後の方針について 

（２）報告第３５号 専決処分について 

（３）報告第３６号 下松市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則について 

（４）報告第３７号 下松市学校給食費の管理に関する要綱の一部を改正する要綱につい

て 

（５）報告第３８号 下松市立学校給食センター給食用物資納入業者選定登録要綱につい

て 

 

９ 会議の付議の顛末 

 

○教育長  それでは、１２月の教育委員会定例会を始めます。 

 本日の議事録署名人ですが、江口委員さんお願いします。それから、木佐谷委員さんが

今日ご欠席ですので、笠谷委員さんよろしくお願いいたします。 

 それでは議事に入りたいと思います。 

 

 



 （１）議案第１４号 下松市立米川小学校の今後の方針について   

 

○教育長  議案第１４号、下松市立米川小学校の今後の方針についてを議題といたします。 

 担当のほうで提案説明をお願いいたします。引頭教育次長。 

○教育次長  議案第１４号、下松市立米川小学校の今後の方針について、ご説明いたします。 

 資料の１ページになります。 

 この議案は、米川小学校の今後の在り方について、令和６年度をもって廃校とすること

等について、教育委員会の方針として決定するものであります。令和２年度から休校とな

っている米川小学校については、５年を経過するに当たり、保護者アンケート、地元の住

民の方と協議を進めてまいったところです。 

 休校後に、新たに指摘された災害の危険性、それから米川地区の今後の児童数を総合的

に検討した結果、廃校することといたしました。 

 具体的な方針は２ページになります。令和６年度末をもって廃校とすること、それから

廃校後の施設管理について、体育館とグラウンドについては、米川公民館の施設とすると

いうこととしております。 

 この議案の議決後、報道発表等行います。 

 正式な廃校の決定につきましては、条例改正が必要となってまいりますので、その手続

を進めてまいります。 

 以上、ご説明いたしました。よろしくお願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明につきまして、質問等ありましたら挙手をお願いいたします。林

委員。 

○委員  米川小学校については、私はそこの末武中学校にいましたので、いろいろな行事と

か参加させていただきましたけれど、すごく参加率もいいし、本当に地域に誇りを持って

いらっしゃるなというのをすごく米川で感じました。 

 あそこの米泉湖があって、ホールがありますね。ホールを使った行事とかいうのは昔あ

りました、今も続いているのですか。 

○教育長  引頭次長。 

○教育次長  教育委員会の所管ではございませんが、以前は音楽フェスタ、それから地域の

行事としてのサマージャンボリーがございました。音楽フェスタについては、いつか失念

しましたが、大分前になくなりました。サマージャンボリーはコロナがあって、コロナ後

に復活という話もあったのですけれど、地域としてできないというお話を聞いております。

今は、あそこを使った行事というのは、地域行事、祭り的なものは承知しておりません。 

 ただ、米川公民館を中心として何か祭りをしたいというような動きがあるというふうに

は聞いております。具体的にどうなったかはちょっと存じませんけど。 

 以上です。 

○委員  この土曜日に旧熊毛町の子ども夢祭りに行きまして、何かすごくにぎやかにやって



いましたから、ああいうふうな感じのことが米川でもできればいいなと思いました。 

 あと、ふるさとに誇りを持ってそこに住む児童ということで、小学校で町を探検すると

かありますよね。多分花岡地区あたりはあると思いますが、学校行事で米川を活用し、花

岡の子供が行ってみるというのはどうでしょうか。熊の問題とかもありますし、歩いて遠

足になるとトンネルを越えなければならないし、難しいかもしれませんが、米川の子が米

川を、花岡の子も米川を見るような、そういう行事があって少しでも地域の人との触れ合

いとかができたらいいなと思います。以上です。 

○教育長  江口委員。 

○委員  私も同じような意見なのですが、米川小学校の運動会に行ったときに、やはり米川

の皆さんと子供が仲よくして、これは地域の皆さんとの一体感といいますか、存在感とい

うか、いろいろな意味でコミュニケーションがしっかりできていました。 

 それから、米泉湖の音楽祭も音楽フェスタもいろいろありましたが、やはり高齢になっ

たことと、もう一つは駐車場が散らばっていて、駐車場の準備、草刈りが一番大変だった

みたいです。そういったことで大変残念なのですが、行事がなくなることによって、地区

皆さんのコミュニケーション、今までのつながりがすごく薄くなってきたような形ですね。

例えて言えば、毎年この地区では、希望者が集まって冬に温泉にバス旅行をやっていたの

ですが、何かそういった関係も今だんだん、年寄りになったせいもあるのでしょうけれど、

子供を通して仲よしだったのが、だんだん薄れくるとか、あるいはいろいろなイベントが

あって、みんな結束していたのがだんだん薄れてきているような感じで、今後そういった

点がどんどん出てくると思います。 

 やはり下松市としては、それに代わるものといいますか何か補強できるものがあればと

いう感じはするのですけれども、ちょっと難しいかもしれませんけど。以上です。 

○教育長  今のご意見に対して、事務局のほうでございませんか。引頭次長。 

○教育次長  教育委員会としては、なかなか答えられないところがあるのですけれども、先

ほども申し上げましたけれども、地域のほうで公民館を中心に新たなお祭りというか行事

をしたいという声が上がっていると聞いておりますので、そういったイベント等を通じて、

地域のつながり等が深まればというふうには思います。 

○委員  あそこに介護施設がありますよね。あそこと連携して９月頃、地区の皆さんが、入

所者の皆さんと一緒にバザーを開き、お祭りに参加して一日楽しい行事をしたことがあっ

たのですけれど、それも二、三年前からなくなっています。 

 皆さん仲よしだったのが、会う機会がないからしようがないですけれど、ちょっと残念

な気がするということですね。 

○教育長  いいですか。米川小学校が廃校になった後の活用について、ここにも施設管理の

ことについては一応書いてありますけれど、施設そのものをどういうふうに処分、活用し

ていくのかという計画とか、あとグラウンド、体育館での利用の仕方とかあるいは公民館

が地域の拠点施設として新しく建ちますので、今までは米川小学校をある程度ベースとし



て地域活動をしていたものがそちらのほうに移るので、その辺の将来的な見通しというか、

何か分かる範囲で話していただいたらと思うのですけれど。引頭次長。 

○教育次長  今、教育長から言われました新しい拠点施設は、学校のすぐそばになりますの

で、将来的には新しい施設と学校のグラウンド体育館等は一体的に管理するように考えて

おります。そうすることで、大きなイベント、先ほどご指摘あった駐車場問題とかもグラ

ウンドを駐車場にするとか、そういったことで解決できる一つの手段かなというふうに思

っております。 

 教室がある校舎につきましては、かなり老朽化も進んでおりますので、今、利用すると

いう予定はございません。貸出しも難しいと思います。ただ、今は学校の備品もあります

ので、来年度につきましては、そのまま管理をしつつ、いずれかの時期に解体等具体的に

検討していければと思っております。 

 以上です。 

○教育長  あとは、先ほど林委員さんのほうで言われたことで、米川地域を地域学習の目的

地として、花岡小とかあるいは末武中の子供たちが活用するということも考えられるので、

これについては、多分今も直接行っているかどうかは分かりませんけれど、花岡小では何

か学習をしているというふうに思いますし、やはり末武中学校であれば校区ですので、中

学生がそちらのほうに行って学習をするということも非常に大切なことだと思うので、学

校ともその辺りは連携して、ふるさと学習を米川中心にやっていくということを検討して

もらいたいなと思っております。 

 あと報道発表は、この後いつあるのですか。引頭次長。 

○教育次長  教育委員会で議決をいただきましたら、この方針についての報道発表と議会へ

のお知らせを行います。 

○教育長  よろしくお願いします。 

 そのほかございますか。 

 それでは、採決したいと思いますが、米川小学校の今後の方針について、異議がある方

いらっしゃいますか。異議なしということでよろしいでしょうか。それでは、全員異議な

しということで、可決いたします。 

 

 （２）報告第３５号 専決処分について   

 

○教育長  続きまして、報告第３５号、専決処分についてを議題といたします。 

 担当のほうで説明をお願いいたします。引頭次長。 

○教育次長  報告第３５号、専決処分について、ご報告いたします。 

 資料３ページになります。 

 市議会１２月定例議会に、令和６年度下松市一般会計の教育費関係の補正予算が議案提

出されるに当たりまして、教育委員会の意見として異議なしとすることを専決処分いたし



ましたので、ご報告するものであります。 

 なお、このたびの補正予算につきましては、昨日の市議会本会議で議決されております

ので、ご報告いたします。 

 具体的な内容については、担当の図書館長のほうから説明いたします。 

○教育長  網本図書館長。 

○図書館長  私から図書館費の補正予算について、ご説明いたします。 

 お手元の資料のページは、４－１、４─２になります。 

 今回、寄附は３件ございました。内訳は、個人２件、企業１件で、金額は各１０万円ず

つ、計３０万円の寄附であります。これに伴い、歳入は教育費寄附金の図書整備寄附金に

３０万円を計上、歳出の図書館費につきましても同様に３０万円の補正額を計上し、図書

等購入費が当初の２,０００万円から２,０３０万円となり、図書館費は７,８４１万７,０

００円から７,８７１万７,０００円となっております。 

 寄附をされた方からは、子供たちに喜んでもらえるようにと要望がありましたので、児

童書の蔵書の整備に努めたいと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○教育長  それでは、質疑に入ります。質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいでし

ょうか。 

 ありがたいことですね、３人の方からご寄附を頂いております。感謝申し上げたいと思

います。 

 

 （３）報告第３６号 下松市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則について   

 （４）報告第３７号 下松市学校給食費の管理に関する要綱の一部を改正する要綱につ

いて   

 

○教育長  それでは、続きまして、報告の第３６号、下松市学校給食費条例施行規則の一部

を改正する規則について及び報告第３７号、下松市学校給食費の管理に対する要綱の一部

を改正する要綱についてを議題といたします。 

 担当のほうに説明をお願いいたします。小林学校給食課長。 

○学校給食課長  報告第３６号、下松市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則につ

いてと、報告第３７号、下松市学校給食費の管理に関する要綱の一部を改正する要綱につ

いてを一括に説明いたします。 

 まず、５ページの報告第３６号についてです。このたびの改正内容は、学校給食費の１

食当たりの単価を変更するため、規定の整備を行うものです。 

 学校給食費については、児童生徒の改定増額分については、保護者の負担を軽減する方

法で検討しているところです。現在、令和７年４月からの給食費改定に向けて準備を進め

ているところです。 



 具体的な改正内容としましては、小学校の児童については、学校給食費の数は、１食当

たりの額は２７５円ですが、このうち納付していただく１食当たりの額は２５５円となり

ます。 

 中学校の生徒については、１食当たりの額は３３０円ですが、このうち納付していただ

く１食当たりの額は３０５円となります。 

 小学校の教職員等については、１食当たりの額と納付していただく１食当たりの額は、

同額の２７５円となります。 

 中学校の教職員等については、１食当たりの額と納付していただく１食当たりの額は、

同額の３３０円となります。 

 次に、資料の７ページの報告第３７号、下松市学校給食費の管理に関する要綱の一部を

改正する要綱についてです。 

 この改正内容は、先ほどの改定と同様に学校給食費の１食当たりの単価を変更するため、

規定の整備を行うものです。納付していただく給食費の月額についての内容となっており

ます。 

 具体的な内容としましては、小学校の児童については、納付月において納付していただ

く月額は４,５００円、中学校の生徒については月額４,６００円で、これまでと変わりは

ありません。 

 小学校の教職員等については、月額４,５００円から４,９００円に、中学校の教職員等

については、月額４,６００円から５,３００円に変更となります。 

 説明については以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長  給食費の改定が来年度行われるということで、規則等の改正についての説明がご

ざいました。 

 質疑等に入りたいと思います。質問がある方はよろしくお願いいたします。 

 私のほうから一ついいですか。改正するに当たって、どういう経緯で協議してこられた

かということを簡単に説明していただきたいということと、給食費改定の主な理由という

か、物価高騰等あると思うのですが、将来的に何年ぐらい、この改定給食費でやっていこ

うという見通しがあるのか、どういうふうに考えておられるのか教えていただいたらと思

います。小林課長。 

○学校給食課長  まず、今回の改定に関する経緯についてなのですが、食材費の高騰が続い

ている状況にあります。令和４年度ぐらいから続いている状況で、学校給食費の食材につ

いても、やはり同様に高騰が続いている状況がありました。 

 これまでも令和４年度ぐらいから高騰の状況があって、既に給食費の額の設定は、それ

を超える状況がありました。これについては、今まで国の交付金を充てるという形で対応

してきたところです。 

 給食費のそういう状況がこれまであってきたと、あと、給食費の食材の高騰が今後まだ

続きそうな状況がありました。そこで、給食費について、現在の給食費がどのくらいかか



っていくかというところを、まず給食費の改定を行うということで進めてきました。 

 令和６年５月頃に運営委員会、小学校給食センター運営委員会と中学校給食センター運

営委員会でそれぞれ、そこでＰＴＡの方も運営委員会にいらっしゃいますので、そこでご

意見等をいただきました。 

 そこで、まず運営委員会を行って、その後、また８月ぐらいに、さらに２回目の運営委

員会のほうで意見聴取も行って、改定額のほうの決定を行ってきたところです。 

 経緯についてはそういう状況で、改定の主な理由としては、やはり給食食材の高騰とい

うところが主な理由になります。 

 それと、もう一つ、今後の見通しについてです。今後の見通しについては、今回、令和

７年４月に改定を行うというところになりますが、やはり物価の高騰の状況は、この５月

からこういった形で進めてはきておるのですが、まだ高騰が続きそうな状況があります。

お米の価格もやはり上昇しています。この２学期ぐらいから上昇を始めました。今後も、

こういった物価の状況の動向を見ていく必要があるかと思います。 

 その辺り、まずは改定した金額で、学校給食のほうは、これまで同様に子供たちに安全

でおいしい給食が提供できるというふうに考えておるところでありますが、そういった物

価の高騰の今後の状況のほうを、推移を見守りたいと思います。当面はこの金額でいきた

いと思っていますが、その動向等によって、また検討したいというふうに考えています。 

 以上です。 

○教育長  江口委員。 

○委員  僕は、反対意見ではなく大変だなという意見を言いたいです。野菜とか米、油、特

にまた学校に運搬する車のガソリン代とか細かい点を考えれば、よくこの範囲で済んだな

と思うぐらいで、大変だと思います。まだまだ上がるような可能性はあるし、親も大変だ

し、審議する皆さんも大変だと思うのですが、どうしようもないです、本当に大変だと思

います。そういった意見です。 

○教育長  そのほかございませんか。笠谷委員。 

○委員  これは１食当たり、市としてはどのくらい１人当たりの給食に費用がかかっている

のですか。 

○教育長  小林課長。 

○学校給食課長  まず、小学校の関係でいきますと、１食当たり２７５円、納付すべき額が

１食当たりの額２５５円なので、この差額分の２０円分、１食当たり２０円分を今、保護

者の負担軽減として対応を考えまして、負担のほうを検討しているところです。 

 中学校におきましては、この３３０円と３０５円の差の、１食当たり２５円分の市の負

担として対応していくというところを今検討しておるところです。 

○教育長  よろしいですか。ほかの方よろしいでしょうか。報告３７号ですが、よろしいで

すか。それでは、報告事案ですので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 



 （５）報告第３８号 下松市立学校給食センター給食用物資納入業者選定登録要綱につ

いて   

 

○教育長  続きまして、報告の第３８号です。下松市立学校給食センター給食用物資納入業

者選定登録要綱についてを議題といたします。 

 担当から説明をお願いいたします。小林学校給食課長。 

○学校給食課長  報告第３８号、下松市立学校給食センター給食用物資納入業者選定登録要

綱について説明いたします。 

 資料のページは、８ページから１１ページとなります。 

 このたびの要綱の制定につきましては、市内の児童及び生徒に安全・安心な学校給食を

提供するに当たり、学校給食用物資の安定的な供給を確保するため、下松市立学校給食セ

ンターに物資を納入する業者の登録について必要な事項を定めるものです。 

 これまでは、小学校給食センター及び中学校給食センターに給食用の物資、食材を納入

する業者の登録については、内規的な登録の要領がありました。これが令和７年度、８年

度の登録申込みの時期を迎えるに当たり、改めて要綱として今回整備したところです。内

容については、登録申込みや登録期間などについて定めています。 

 説明については以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長  給食の物資の納入業者の選定に関する登録要綱を新たに定めたということでござ

いますが、その他ありましたらお願いします。林委員。 

○委員  業者というのは、ほぼ固定されているのか、それとも入れ替わりが結構激しくあっ

たりするのでしょうか。 

○教育長  小林課長。 

○学校給食課長  この業者登録は２年ごと行っております。例年、大体ほぼ決まった業者が

登録をされておるところです。以上です。 

○教育長  林委員。 

○委員  それは市内の業者がほとんどになっているのですか。 

○教育長  小林課長。 

○学校給食課長  この業者の登録については、市内に本社、支店、営業所があることという

ところはあるのですが、ただ、例えば加工食品とか、なかなか市内に本社、支店、営業所

というところがない場合があります。こういったところは市外の業者のほうも登録に入っ

ているところです。以上です。 

○教育長  江口委員。 

○委員  業者、例えば野菜とか米とか肉とかいろんな業者がいると思うのですが、どのくら

い入っていますか。 

○教育長  小林課長。 

○学校給食課長  例えば野菜と果物にしても重複して登録されている業者さん等もいらっし



ゃいますので、例えば肉類なんかは４業者、野菜類は６業者、果物も６業者、あと加工食

品の一般物資は１１業者、全体ではないですが、その中で野菜と果物の両方とも登録され

ている業者さんとかいらっしゃいますので、そういった重複されている業者さんもいらっ

しゃいます。以上です。 

○委員  なるほど。この中で取引停止とかあるいは登録取消しという言葉がありますけれど、

そういった該当はありますか。 

○教育長  小林課長。 

○学校給食課長  今のところそういった停止とか登録取消しになっている業者はいないとこ

ろです。 

○委員  例えばの話ですが、何かかつて子供が中毒を起こしたとか、そういった事件とか事

故とか、そういったことを起こした場合はすぐに取引停止、あるいは業務停止、一定期間

取消し、いろいろあるのですか。 

○教育長  小林課長。 

○学校給食課長  今回、要綱として第１１条のところで取引のところで、それと第１３条の

ところ、登録の取消しを定めているところです。 

 この中に、例えば物資の１１条のところの（２）、物資の納入に際し、学校給食に対し

て支障を及ぼしたとき、例えば納品が悪い状態での納品された場合に、その交換等を行う

ことで例えば給食時間に影響が及んでしまうとか、そういうふうな状況が見受けられると

か、そういった状況があれば、こういった停止等を考えている状況になってくるかなとい

うふうに思います。だから一種の納品ですね、納品は新鮮な野菜を納品してくださいと。

一部どうしても、例えば状況が悪いものがあったら、それを部分的に交換ということをし

たりとか、交換してもらったりということは、もちろん、こちらのほうで交換してくださ

いというふうに、業者のほうに行って交換してもらうそうです、そういったことは行って

います。 

 そういったところも、きちんと対応がなされないとか、そういった状況があったりする

と、こういったところも考えたいということは考えられるかなというふうに考えています。 

○委員  分かりました。 

○教育長  今の第１１条の２項（２）ですが、学校給食の提供に支障を及ぼしたときの説明

があったと思うのですけれど、これについては、ある程度の内規という規定のようなもの

があるのですか。小林課長。 

○学校給食課長  具体的にこれについての、この場合とかはないのですけれど、やはり例え

ば、どうしても給食の時間というのは決められているので、調理時間に相当時間の影響が

あって、給食時間が遅れてしまうとか、その関係で配送する時間が遅れてしまうとか、実

際の給食提供に遅れが出るとか、そういったことはちょっと考えられるかなというふうに

思います。 

 具体的な、さらに詳細なところは、その時の状況によって判断するというふうに考えて



います。 

○教育長  そのほかございますか。よろしいですか。 

 この制度が、きちんとできたということは非常にすばらしいというか大事なことだろう

というふうに思いますので、これに基づいて業者と協力をしながら連携して取り組んでい

ただきたいと思います。 

 報告事案ですので、ご了承のほどよろしくお願いをします。 

 

 ～ その他報告・連絡事項 ～   

 

○教育長  それでは、その他の報告事項がありましたらお願いいたします。金子課長補佐。 

○教育総務課長補佐  令和７年１月の行事予定をお伝えします。 

 資料は１２ページになります。 

 ７日に賀詞交歓会が予定されております。市長応接室で市長へ挨拶をした後、そのまま

ほしらんどのほうへ移動したいと思っております。 

 次に、１２日、令和７年下松市「二十歳のつどい」、スターピアくだまつで行われます。 

 ２３日に定例会を予定しております。 

 以上です。 

 定例会終了後に、視察についての日程を検討したいと思っておりますので、委員さまの

み、この場で残っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○教育長  それでは、以上をもちまして、１２月本年最後の教育委員会定例会を終了したい

と思います。皆様、お疲れさまでした。 

 

午後２時１５分終了 


